
障害児入所施設におけるみなし規定について 

 

１．関連省令 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生

労働省令第 171 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令

第 172 号） 

 

２．関連条例 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成 24 年 12 月 21 日条例第 88 号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24

年 12 月 21 日条例第 90 号） 

 

３．概要 

平成 30 年 1 月 18 日付で上記省令が改正され、平成 30 年 4 月 1 日より施行さ

れることなり、それに基づき上記県条例を改正した。障害児入所施設が障害者支

援施設等としての指定も受けることができる、いわゆる「みなし規定」に関して

は、省令改正及びそれに基づく条例改正により、福祉型障害児入所施設が障害者

支援施設としてのみなし指定を受けることができる規定が廃止された。その経

過措置として、現に障害者支援施設としての指定を受けている施設については、

平成 33 年 3 月 31 日までの間は従前の例によることとされた。 

なお、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関については、みなし規

定の廃止を行う旨の改正はされていないため、療養介護事業所としてのみなし

規定は引き続き適用される。 
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